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要 旨

米国の巨大デジタル企業による二重非課税を規制する国際的な努力の傍らで，一

般の多国籍企業が，新興国事業での散発的な二重課税を抱えている。その背景事情

を解明するため，本稿は国際的租税回避行為（BEPS）に対する新興諸国独自の主

張内容を概観し，ポスト BEPSの国際課税の方向性にそれらがどの程度反映された

かを分析する。これにより，多国籍企業が新興諸国取引で求める税の予見可能性の

確立が，なぜ困難であるかを考察している。続けて，新興諸国の不安定な課税環境

において多国籍企業には，受動的な BEPSコンプライアンスに留まらず，納税を通

じた社会的責任を伴った経営判断が不可欠であることを論じている。

Ⅰ ポスト BEPS環境における新興国課税問題の重要性

１ 本稿の研究課題

本稿は，米国巨大デジタル企業の国際的租税回避に対する規制活動である BEPS（Base

Erosion and Profit Shifting，税源浸食と利益移転）が，新興諸国の課税意識の強化につな

がった結果，デジタル企業以外の一般の多国籍企業が新興諸国で二重課税問題の増加に直

面している現状を，問題意識としている。多国籍企業が国際的競争力を追求するための

種々の経営判断と，新興諸国の課税主張の間のコンフリクトを解明し，予見可能性の乏し

い不安定な課税環境の継続が予想される中で，持続的な国際社会の一員として多国籍企業

に求められる具体的要件について考察することを研究課題とする。経済のグローバリゼー

ションのもと，新興諸国の経済成長を取り込んで事業競争力を確保してきた多国籍企業は，

米国の巨大デジタル企業だけではない。新興諸国社会との関わり方として，全ての多国籍

企業の納税のあるべき姿が，国際社会の喫緊の課題となっている。

多国籍企業のグループ取引に対する課税当局の関与の影響を，会計学上の研究課題とし

て取り扱った先行研究には，宮本の国際振替価格の研究1）以来，グローバルサプライ

チェーン研究2）のほか，マネジメントコントロール3），業績評価会計4），さらに国際課税問

97



題との関連で，企業アンケートにより国際課税との調和を調査した実証研究5）や，タック

スマネジメント6）など，さまざまな研究実績がある。国際的租税回避に関して，税法学や

租税政策論の立場からも研究が盛んであるが，その中心は米国の巨大デジタル企業に対抗

する革新的な税制案の解説を中心とするものや，米国のトランプ税制などの先進諸国の税

制に焦点をあてたものが多いようである。他方，一般の多国籍企業にとっての新興諸国の

国際課税問題を考える研究は，わが国よりもむしろ欧米で活発である。本稿では国内外の

先行研究を手掛かりにして，独自の手法で国際機関の報告書類を読み解き，多国籍企業の

新興諸国での経営判断と納税を通じた社会的責任の要件について考察する。

本稿はまずこのⅠで，BEPS規制活動の経緯を確認した後，現在提示されている将来的

な国際課税の枠組みが，特に多国籍企業の新興国事業に大きく影響することを明らかにす

る。続くⅡでは多国籍企業の３つの経営判断について，国際課税問題に関する新興諸国の

主張を解明する。それらが BEPS規制活動でどの程度採用されたかを確認し，今後予測さ

れる課税環境の抜本的な改善が期待できない背景事情について，分析する。Ⅲでは，新興

諸国の経済的発展と矛盾しない納税を伴った経営判断が多国籍企業に必要であることを論

じて，結びとする。

２ 包摂的枠組に至る BEPS規制活動の経緯

2008年の金融危機後，一部の新聞報道や非営利活動団体などの情報発信により，巨額の

納税を毎年避け続ける多国籍企業の実態が明らかになり始めた7）。米国スターバックス社

は英国での不買運動を受けて，2013年に２千万ポンドを自発的に英国に拠出することとし

たが，同じ批判は一般消費者にすでに身近になっていたグーグル，アップル，アマゾン等

の米国デジタル企業に波及した。これらの企業の行為は，その活動実態と各国の税制や国

際課税ルールとの間のずれを利用して，課税所得を人為的に操作した課税逃れ8）とされ，

虚偽による脱税と区別して Base Erosion and Profit Shifting（以下 BEPS）と呼ばれ始め

た。当時すでにこの問題の研究を重ねていた国連経済協力開発機構（OECD）は，租税委

員会の議長に日本から浅川雅嗣氏（当時財務省国際局長）を招き，2012年６月に BEPS規

制プロジェクトを発足させた。翌2013年，サンクトペテルブルクサミットで支持を得て，

OECD非加盟の８か国9）を含む G20諸国は，BEPS規制活動を本格化させた。2013年以降

の BEPS規制活動の主要な報告のうち，本稿で重点的に取り上げるものは，発表時期の順

に図表１のとおりである。

BEPS規制活動は15の Action Plan（特定の専門部会を意味する。以下「行動計画」また

は「行動」。15の行動計画の体系は図表５参照）に分かれて，広範な国際課税の問題を網

羅的に検討した。その成果である G20 終報告書（図表１参照）の発表をもって BEPS
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規制の議論は一旦完了したとされ10），これ以降，関係各国が G20 終報告書の勧告に基づ

く国内制度の整備を適切に進めるとともに，残された課題の議論を継続する段階（ポスト

BEPS）に移っている。2016年 6―7 月の京都での会合では新たな活動段階として，包摂的

枠組に向けた取組みが始まった。これはメンバーの国・地域が対等な立場で議論と議決に

参加することを前提としており，2020年１月発表の包摂的枠組声明（図表１参照）で 初

の方向性が示された。

３ 新興諸国の視点による包摂的枠組

2012年の発足当時20から始まった BEPS規制活動の参加国数は，2016年の包摂的枠組開

始の京都会合（前述）で82となり，2020年１月では130の国・地域を数える11）。京都会合

前後の参加国構成をみると，多数のアフリカ・中南米諸国とケイマン諸島，ガーンジーな

どのタックスヘイブン地域の他，日系多国籍企業に関係の深いシンガポール，香港，タイ，

ベトナムが含まれている。多数の新興諸国の参加で，当然ながら BEPS規制の活動は開始

当初に比べて複雑化している。

包摂的枠組声明には，新しい国際税務の枠組みを支える二つの柱を説明する付属文書が

添えられている（包摂的枠組声明）。Pillar 1（一つ目の柱）は大規模で自動化，標準化さ

れたデジタルサービスを提供する大規模事業者に対する革新的な課税の方向性を示してお

り，本稿では取り扱わない。本稿が主題とする Pillar 2「税源浸食防止提案」（Global Anti-

Base Erosion Proposal，以下「GloBE提案」）では，多国籍企業のグループ法人が受け取

るロイヤルティや利子，役務提供報酬などが十分な課税を受けていないと認められる場

合12），①支払者である法人が課税所得の計算上，これらの支払いの損金算入が認められな

くなること，または②租税条約が規定する源泉徴収税率の特例軽減を失うこと（併せて

Undertaxed payments rule，以下「UTP課税ルール」）が発表された13）。この UTP課税ルー

ルが，多国籍企業の新興国事業にとっての新たな不安定要素となる可能性がある。

図表１ BEPS規制関連の報告書

発表時期 報告書題目 本稿での略称

2013年９月 BEPS行動計画報告書 ―

2014年 7�8 月
G20開発ワーキンググループ向け報告書「低所得諸国に

対する BEPSの影響」
DWG報告書

2015年10月 15の行動計画による G20 終報告書 G20 終報告書

2020年１月
経済のデジタル化がもたらす税の問題のための二つの柱

からなる BEPS包摂的枠組についての OECD/G20声明
包摂的枠組声明

（出所：筆者作成）
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４ 多国籍企業の経営判断と UTP課税

多国籍企業はグループ内取引について，多様な経営判断の選択肢を有している。その行

使によっては，UTP課税ルールは新興諸国の税収に貢献せず，むしろその意図とは逆の

効果をもたらす可能性があると思われる。UTP課税ルールに対する確定的な考察はいま

だ早計であるものの，Durst（2018）などの先行研究14）を参考にしながら，簡単なモデル15）

を通じて UTP課税ルールが持つ特徴を考えてみる。

いま，多国籍企業 Pが25％の法人税率を持つ新興国 Xの事業拠点 Sから，1,000のロイ

ヤルティを徴収し，X国のロイヤルティに対する標準源泉税率30％のところ，Pが X国租

税条約の適格として，軽減税率の15％を適用しているとする（図表２左上「原始取引」）。

UTP課税ルールは，このロイヤルティに対する課税が不十分と認められるとき，租税条

約の軽減税率を認めず，Sに源泉税の追納を課すこと（同右上「UTP課税①」），または S

側でロイヤルティの損金を否認すること（同左下「UTP課税②」）の，２通りの課税権の

選択を X国に認めようとしている。前者は Sがロイヤルティから徴収すべき所得税を150

増やし，後者は（課税所得が十分ならば）Sの法人税を250増やす。これらの課税は一旦

X国の税収となる。しかしここで Pは，例えば Sからのロイヤルティを廃止または減額

して，同額を Sとの棚卸資産の取引条件に転嫁する経営判断を行使することができる。

これにより Sの営業利益（便宜上課税所得と同義とする）は全く X国から流出しないが，

X国では源泉徴収税から移転価格税制に課税の転換が生じる（同右下「棚卸取引へ転嫁」）。

図表２ UTP課税のロイヤルティ否認から製品対価取引への転嫁方法の変更と課税関係

原始取引 UTP課税①

P P
ロイヤルティ

1,000 ロイヤルティ

1,000
P社はX国所在のS社

からロイヤルティ

1,000を徴収。租税条

約軽減税率15％の源

泉税を納税。

租税条約軽減税率の

適用を否認。

X国内標準税率30％

とされ，源泉税納税

300に増加。

△条約源泉税

150
△国内税率源泉税

300
X国課税X国 X国

S S

X国課税 経営判断

UTP課税② 棚卸取引へ転嫁

P P
製品対価

1,000
ロイヤルティ

1,000 P社は製品取引条件を

通じた対価回収に変更。

S社の営業利益は維持

されており，X国税収

確保には移転価格税制

の執行が必要。

S社法人税上ロイヤル

ティ損金否認。

X国法人税率25％に従

い，S社法人税250増

加。源泉課税維持。

経営判断△条約源泉税

150
X国 X国

S S
移転価格
執行困難

ロイヤルティ否認

法人税増加△250

（出所：筆者作成）
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そしてこの転換が，新興諸国にとって重大な影響を及ぼす可能性がある。

青山は，新興諸国が利子・使用料など支払段階で少数の大規模納税者に源泉義務を課す

源泉徴収に大きく依存していること，さらにそれが結果として課税執行コストの相対的な

低さになっていることを指摘している16）。新興諸国は，税務調査機能の定着と育成のため，

先進諸国からの支援を繰り返し訴える状態にある17）。X国の移転価格税制の税務調査の経

験が不十分であれば，UTP課税ルールの執行が X国からの税源浸食・利益移転を伴わな

い P�Sグループの経営判断を促す結果，X国が原始取引（同左上）で得ていたロイヤル

ティ源泉税150までもが，徴収困難な状態となる（同右下「棚卸取引へ転嫁」）ことを示し

ている。従い，UTP課税がもたらす X国の税収増加は一時的で，中期的にはむしろ逆の

効果が懸念される。多国籍企業のグループ取引から現在徴収している源泉税は，新興諸国

の情況に則した重要な税源であるとみるべきであり，新興諸国税収の中期的保全の点で，

UTP課税ルールは構造的問題をもたらす可能性がある。

５ 新興諸国の課税環境研究の必要性

BEPS規制の活動は2012年当時，急成長した一握りのデジタル巨大企業の，世界中のど

こでも課税されない（多重非課税の）所得を追跡するために開始された。今日，ポスト

BEPS包摂的枠組のもとでは，UTP課税ルールのように，一般の多国籍企業の租税回避と

無関係な取引の課税が，新興諸国において新たな形で不安定化する懸念がある。

G20 終報告書は，「BEPSによって毎年1,000億米ドルから2,400億米ドルの法人課税所

得が世界から消滅しており，これは世界の法人税収の 4�10％に相当する」と推計してい

る18）。この推計を示した G20 終報告書は新興諸国の事情についての言及はごく僅かで，

新興諸国の税収の追加的確保とその持続性への考慮を読み取ることはできない。Forstater

の研究によると，新興諸国が多国籍企業から追加の税収を期待することは，すでに遵守さ

れている税法の追加的な遵守を求めるに等しく19），多国籍企業からの追加の徴税機会に新

興諸国が過度に期待することは危険であるとして，むしろ国内税源からの税収獲得努力が

必要であると指摘している20）。このように，多くの先行研究21）22）が結論を対立させており，

多国籍企業は新興諸国にとっての BEPSの事情を深く理解し，これを経営判断上考慮すべ

き要因として慎重に捉える必要がある。

続くⅡでは UTP課税ルールを含むほか，依然として抽象的な包摂的枠組の背景を解明

するため，DWG報告書（図表１参照）の内容を国際課税の基礎理論に基づいて分析し，

G20 終報告書と比較する。DWG報告書の一年二か月後にまとめられた G20 終報告書

では，BEPSをめぐる新興諸国と G20諸国との立場の差が際立っており，その結果ポスト

BEPSの枠組みだけで，多国籍企業の競争力強化を阻害するような新興諸国の課税に対す

新興国事業をめぐる BEPS問題の考察 101



る，将来的な抑制が容易にもたらされることは期待できない。続くⅡでその状況を考察す

る。

Ⅱ 新興諸国とG20 諸国の BEPS規制をめぐる立場の乖離と多国籍企業への影響

2013年９月，サンクトペテルブルク G20サミットで，国際的な税制の透明化の恩恵を

通じて新興諸国の歳入の拡大を支援すべきことが確認され，Development Working Group

（以下 DWG）を組成して特に所得の低い国々の BEPS上の重要論点を見直すこととされ

た。国々の経済格差の問題に長年関与してきた国際通貨基金，世界銀行など，OECD以

外の国連組織の支援を得て発表された DWG報告書は，G20 終報告書に先立って BEPS

に対する新興諸国の主張をまとめている。そこでⅡの１では，DWG報告書の広範な論点

のうち，多国籍企業の新興国事業の競争力に直接影響を与える３つの点（ロイヤルティ等，

サプライチェーンリストラクチャリング，投資誘致インセンティブ）を考察する。Ⅱの２

では G20 終報告書のこれら３点の取扱いに関する記述を検証する。

１ DWG報告書の３つの論点の分析

⑴ 論点１ ロイヤルティおよびグループ内役務提供料

多国籍企業は，本国内外での研究開発などを通じて質を高めた無形資産を成長市場に投

入し，獲得した資金をグループ競争力向上のための活動に循環させている。業態によって，

その経営を支える無形資産は製造，販売，ブランドからテクノロジーに関わるものまで多

岐にわたるが，多国籍企業にとって無形資産の開発・改良・維持・保護・使用といった活

動に関する機能・リスクは，グループの中でもグローバル本社または国内外の中核拠点が

担い，コストや危険負担が極めて大きな活動であることが多い。これらの対価となるロイ

ヤルティおよびグループ内役務提供取引（以下「ロイヤルティ等」）が課税上不安定な状

況に置かれることは，多国籍企業の持続的競争力に対する深刻な障害となる。

多国籍企業のロイヤルティ等の取引を，DWG報告書は「税源浸食取引」と呼び，新興

諸国にとっての BEPSの 初の懸念点としている。DWG報告書が定義する税源浸食取引

の典型的なものは，国外関連者への超過・無保証の支払い23），すなわち支払利子であり，

支払利子と一体としてロイヤルティ等の課税上の合理性を検討する姿勢に，DWG報告書

の取扱いの特徴がある。しかし現行の国際課税では理論上，これらの取引と利子との峻別

は重要であるため，次の基本的な問題点を指摘することができる。

・ 移転価格算定方法の問題

多国籍企業は多くの場合，ロイヤルティ等の移転価格算定方法として，取引単位営業利
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益法（Transactional Net Margin Method，以下 TNMM）を適用している24）。TNMMの軸

となるのは新興国子会社の営業利益であるが，金融業を除く一般の事業にとって支払利子

は営業外費用項目である。もし仮に，新興国子会社の営業利益に支払利子を控除する修正

をして，新興国での課税所得の合理性を検証するならば，比較対象企業にも同様の修正を

施さなければ，TNMMで求められる営業利益率が過大または過少にゆがんで算定される。

営業利益への支払利子の混入は現在の TNMMを支える理論と実務が予定するところでは

なく，この点は多国籍企業の移転価格実務に混乱をもたらすと懸念される。

・ 租税条約の問題

現在の二国間租税条約のひな型である OECDモデル条約および国連条約モデルには，

独立した第11条（利子）の条文がある。そこでは国外関連者間で受け払いされるものか否

かにかかわらず，源泉地国と居住地国の課税関係を整理する建付けになっており，利子取

引は他の２つの取引の課税関係とは混同が生じない構造である25）。従い，これと矛盾する

DWG報告書の取扱いは，現行の租税条約の適用実務を不安定にすると懸念される。

⑵ 論点２ サプライチェーンリストラクチャリング（以下「SCR」）

多国籍企業は企画，購買，無形資産の保有などの機能を特定の地理的な場所に集中させ

て専門性を培い，高度な便益をグループ法人に提供し，あるいはグループ法人の活動を統

括することで，グループ内での垂直的分業を促進して事業競争力の向上を目指すことがあ

る。これを DWG報告書では多国籍企業の納税上の第二の懸念にあげている26）。

・国外関連者の拠点を特定事業のプリンシパルとして，そこに向けて新興諸国の流通販売

機能が担ってきたリスク（債権回収リスクなど）を独立企業間価格で移転すること

・国外関連者の拠点を無形資産の集中保有者とし，その拠点国で無形資産に関する課税取

扱いの優遇を確保して，そこに向けて新興国から価値の高い無形資産を移転すること

DWG報告書は SCRで機能・リスクが移転する先の法人税負担が低い場合には，新興

諸国からの税源浸食となることを指摘したうえで，このような人工的な（artificial）利益

移転に対抗すべきである，としている27）。この点国際課税の理論上，次の疑問がある。

⒜ CFC税制とのスピルオーバー効果（spillover effect）

わが国を含む多くの国が，特定の課税要件の適否次第では，税負担率が特に低い状態に

あるグループ企業の利益を，親会社の課税所得に合算させる制度（Controlled Foreign

Company Rule，CFC税制28））を法制化している。CFC税制を実際に施行している国の多

くは先進諸国であるが，事業実態を明らかに欠いた形で軽課税地域に集約した所得は，各

国税制の規定するところにより，CFC税制の施行国が追加で課税することになっている。

このスピルオーバー効果と呼ばれる CFC税制を通じた税収の移転の影響に十分注意する

ため，多国籍企業は関係する諸国の CFC税制を綿密に研究し，軽課税地域で求める活動
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実態を十分に満足させる形で SCRを行っている29）。したがって，多国籍企業の SCRが新

興諸国から課税所得を奪う結果になっているとしても，そもそもそれは多国籍企業の事業

競争力を追及する経営判断を伴っていることが多い。また事業実態が不十分な SCRは

CFC税制の施行国（例えば多国籍企業の本社所在地国）の税収に吸い上げられる結果を

招くにすぎず，この指摘は，新興諸国の税収増に必ずしも直結しない問題であると思われ

る。

⒝ 集中拠点の地理的・経済的優位性

多国籍企業が SCRのハブを設置する場所を選択するにあたり，軽課税地域であること

以外に多様な要素が検討されることが，さまざまな調査で明らかにされている。例えば，

東南アジア地域統括拠点として代表的なシンガポールが選択される理由について，日本貿

易振興機構が発表した調査結果（図表３）によると，「低い法人税率及び優遇税制」とい

う回答は，「アクセスと立地の容易さ」「ビジネス情報収集の容易さ」「英語」に続く７番

図表 3 シンガポールに地域統括機能を設置する理由（複数回答)

項 目 件数 構成比（％）

周辺地域へのアクセスが容易な立地にあるため 82 91.1

ビジネスに関する情報収集が容易であるため 55 61.1

英語が広く通用するため 54 60.0

政治的に安定しているため 54 60.0

法制度の整備，行政手続きの透明性，効率性があるため 47 52.2

物流，輸送，通信等のインフラが整備されているため 46 51.1

低い法人税率，地域統括会社に対する優遇税制など税制上の恩典が充実している

ため
44 48.9

柔軟な金融規制，資金調達市場の整備等金融面での優位性があるため 42 46.7

地域統括に必要な優秀な人材が確保しやすいため 39 43.3

法律，会計，コンサルタントなど専門サービス分野の企業が集積しているため 38 42.2

外国人にとっての生活環境が整備されているため 34 37.8

地域統括の対象とする拠点の規模が も大きい，もしくは も多く立地している

ため
17 18.9

投資協定によるシンガポールからの投資に対する投資保護，国際仲裁制度を利用

しやすい環境があるため
14 15.6

自然災害が少ないため 14 15.6

外国人の就業ビザの取得が容易であるため 12 13.3

その他 3 3.3

物価が比較的安価なため 1 1.1

（出所：日本貿易振興機構シンガポール事務所海外調査部アジア大洋州課「アジア大洋州地域における日系企業

の地域統括機能調査報告書」，2016年３月，枠線の強調は筆者による。）
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目に過ぎない。そして「低い法人税率及び優遇税制」がシンガポールの誘因となった，と

した回答（複数回答）は全体回答数の半数を下回る（48.9％）。

以上のように SCRは本来，特定の場所の地政的・文化的な様々な地域特性を活用して

事業の競争力を高めようとする，多国籍企業の重要な経営判断である。これを安易に問題

視する課税が頻発することは，多国籍企業の経営に障害をもたらす可能性がある。

⑶ 論点３ 投資誘致インセンティブ

DWG報告書は，多国籍企業の新興諸国への投資にあたって獲得する投資誘致インセン

ティブが，隣接地域全体の経済的困難の原因になっている，としている。対内直接投資の

典型的な投資誘致インセンティブには，図表４のようなものが含まれる。

投資誘致インセンティブの申請を検討している多国籍企業にとっては，関連法令の明文

規定により，申請に関連する条件が同一である限り，画一的な優遇条件が提供されるもの

（法令によるインセンティブ）のほか，申請にあたって投資家が特別に働きかけることに

よって，法令による画一的な水準を超えて追加的な優遇を獲得する交渉が行われていると

みられる（交渉によるインセンティブ）。後者では多国籍企業と投資誘致当局との間の力

関係が，交渉の進展と結果を大きく左右することになる。とりわけ，その投資の誘致実績

を必要とする当局を相手にして，多国籍企業が投資先の候補地を複数有している場合には，

多国籍企業側の交渉優位は支配的なものになる30）。

DWG報告書は投資誘致インセンティブが，当初意図した経済的成果を上げていること

が疑わしく，結果的に新興諸国の課税ベースの深刻な棄損につながっていると指摘し，つ

づけて，投資誘致インセンティブを提供する際の透明性やガバナンスの未熟さ，また関係

所管の業務の重複，欠落，一貫性の欠如，さらには許諾権限が汚職の深刻な増加要因にも

なっている，という新興諸国の実態に言及している31）。国々が投資案件の誘致を成功させ

図表４ 投資誘致インセンティブのメニューの例

税（国税・地方税）を使ったもの

・ 業種，投資地域，投資規模，新規雇用規模などの条件に従って提供される諸税金の軽減・

免除

・ 法人所得税，動産・不動産税，関税，付加価値税の優遇

・ 法人税の優遇の中身：単純な特別所得控除や税額控除，投資金額の税務上損金計算速度

の優遇，繰越欠損金の利用制限緩和

・ 特に対内直接投資に伴って国内に持ち込む特定の機能に対する個別の優遇。代表的な機

能は研究開発機能，地域事業統括機能，国際貿易機能

税以外の経済的利益

・ 低利融資，関係インフラ工事の提供，人材研修費など

（出所）筆者作成。
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たいあまりに，対抗的な誘致条件を競争する結果，隣接諸国全体の財政が悪化する負の経

済的連鎖を，DWG報告書は「底辺への競争」と表現している32）33）。

この点は，高度な国際税務のテクニックをグループ取引に織り込んだ多国籍企業による

国際的租税回避とは，性質を異にしており，DWG報告書もこれを認めている。しかし多

国籍企業が新興諸国への納税を通じた社会的責任を確立するとき，重要な問題となる。

２ DWG報告書の３つの論点に関する G20最終報告書の対応

ここでは，DWG報告書の指摘を G20諸国がどのように扱い，ポスト BEPS包摂的枠組

の方向性に何が残されているか，を明らかにするため，前の１に続いて多国籍企業の３つ

の経営判断から生ずる課税関係について，G20 終報告書の規定を分析する。

⑴ BEPS行動計画の新興諸国にとっての「重要度」（relevance）

G20諸国の BEPS規制活動を構成する15の行動計画の体系を図表５で示しているが，う

ち４つがミニマムスタンダードに指定されている。これは４つの領域を優先領域として，

問題改善のため BEPS参加国内での立法的措置を求めるもの34）で，全ての参加国に向けた

特別な意味の込められた勧告にあたる。一方 DWG報告書では，新興諸国に固有の課税上

図表５ G20行動計画ミニマムスタンダードと DWG報告書の重要度との関係

G20 終報告書 DWG報告書

行
動 行動計画の体系

ミニマム
スタンダード

重要度
（relevance）

1 電子経済の課税上の課題への対処 Medium

2 ハイブリッド・ミスマッチ取極めの効果の無効化 Low

3 外国子会社合算税制の強化 Low

4 利子控除制限ルール High

5 有害税制への対抗 〇 Medium

6 租税条約の濫用防止 〇 High

7 恒久的施設（PE）認定の人為的回避の防止 High

移転価格税制と価値創造の一致

８ 無形資産 Medium

９ リスクと資本 Medium

10 その他の取引 High

11 BEPSの規模・経済的効果の分析方法の策定 High

12 義務的開示制度 Medium

13 多国籍企業の企業情報の文書化 〇 High

14 相互協議の効果的実施 〇 Medium

15 多数国間協定の策定 Low

（出所）DWG報告書 Part I, p. 32, Annex Aをもとに筆者作成。
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の問題に対して，15の行動計画すべてが一様に意義を持つわけではない，との立場を明確

にしており，15の行動計画を新興諸国にとっての「重要度」（relevance）に従って，図表

５のとおり Highから Lowまでの三段階に格付けしている35）。

以下ではポスト BEPSの環境下で G20諸国と新興諸国との間で課税をめぐる立場がど

の程度乖離しているかを把握するため，ここまでで取り扱った DWG報告書の３つの論点

に，それぞれ特に関連が強い次の番号の BEPS行動計画の領域に従って，論考を進める。

・論点１ ロイヤルティ等について「行動６」および「行動15」，ならびに「行動14」

・論点２ SCRについて「行動 8�10」

なお DWG報告書が指摘した論点３ 投資誘致インセンティブの問題は，これを直接取

り扱う BEPS行動計画が存在しない。この点も確認する。

⑵ 論点１ BEPS行動計画 6，15，14（新興諸国によるロイヤルティ等の主張）

ロイヤルティ等の課税問題に対する新興諸国の指摘に応えようとする UTP課税ルール

は，図表２のとおり多国籍企業の経営判断との関係で疑問がある。一方行動計画 6，15，

14との関係においては，新興諸国の立場は G20諸国との乖離が際立つ形になっている。

⒜ 「行動６ 租税条約濫用防止」「行動15 多数国間協定の策定」関連

租税条約関係の行動計画としては，既存の租税条約の濫用規制を取り扱う「行動６」と，

次世代の国際課税環境の基礎研究に取り組む「行動15」の二種類が設けられている。DWG

報告書が示す新興諸国にとっての重要性は，前者に High，後者に Lowと大きく格差をつ

けている。BEPSがすり抜ける租税条約の網の目を閉じるための課税の基礎を，可能な限

り多数の新興諸国と共有するため，多国間共通の租税協定体制をめざす「行動15」は，次

世代の国際課税環境インフラの理想である。特にⅡ１⑴のとおり，ロイヤルティ等の租税

条約の適用について，新興諸国の主張には現行の国際課税理論からの逸脱が伺われるため，

全ての多国籍企業が「行動15」が目指す予見可能性の成果を望んでいる。しかしながら新

興諸国が現状の執行強化を通じた税収に期待する一方で，根本的な問題解決への協力に留

保の姿勢を示している36）ことは，「行動15」の困難さを示している。

⒝ 「行動14 相互協議の効果的実施」関連

ミニマムスタンダードである「行動14」の「重要度」がMediumとされている点も，

潜在的な問題として注目すべきである。現行の二国間租税条約のひな型である OECD条

約モデルと国連条約モデルにはともに，規定に適合しない課税について，関係する国々の

権限ある当局に対して相互協議を申し立てる権利を，多国籍企業に与える旨の規定があり，

現行のほとんどの租税条約はこれに従った規定を備えている。しかし DWG報告書は，合

理的な期間内に適切に個別の国際課税案件の処理を推進するチームを新興諸国は持たない

として，相互協議運営を含む国際税務行政の限界を明らかにしている37）38）。「行動15」の
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成果を基礎として，「行動14」が新興諸国と先進諸国を二重課税の調整手続で結びつける

ことで，国際課税の予見可能性が大幅に改善することは，多国籍企業の大きな期待である。

しかし新興諸国の重要性の格付けによれば，その実現は困難と考えられる。

⑶ 論点２ BEPS行動計画 8�10（新興諸国による SCRに関する主張）

移転価格の問題を集中的に扱った「行動 8�10」は，その成果を合併し，2015年10月に

「行動 8�10」 終報告書として発表した。それは「多国籍企業および税務当局のための移

転価格ガイドライン」（以下「移転価格ガイドライン」39））の改訂案の形式を採っている。

ここでは改訂前の2010年移転価格ガイドラインと「行動 8�10」 終報告書40）の内容を，

SCRの観点で比較する。

⒜ 集合労働力と「グループシナジー」

「行動 8�10」 終報告書は移転価格ガイドラインに対して D.6から D.8を新設した。

ここでは D.7と D.8が含む重要な示唆について要約して記す。

・D.7 集合労働力

「行動 8�10」 終報告書は「集合労働力」の定義として，独自の資格または経験を有

する従業員の集合体が，国外関連者に対する役務提供の活動に投入されて，受益者たる国

外関連者の効率性に影響を及ぼす取引，としている（行動 8�10 終報告書1.152）。この規

定の特徴的な表現を下に抜粋する。

・ 複数の従業員の移転または一時的な配置換えの結果，価値あるノウハウその他の無形

資産が移転される可能性があること（同1.155）

・ 特別なスキルや経験を有する集合労働力に接することは，労働力を構成する従業員が

移転されない場合であっても，移転された無形資産等の価値を向上させる可能性がある

こと（同1.156）

G20 終報告書はここで，集合労働力から提供される便益は次の⒝で触れる「低付加価

値サービス」の内容と本質的に異なることを，確認的に明らかにしている。競争力の源泉

である技術，ノウハウ，ブランドなどに関連して，本国の本社または地域戦略拠点から特

別に提供される役務の報酬は，ロイヤルティ等の無形資産取引との本質的共通性が高いこ

と，多国籍企業が新興諸国拠点から徴収する労働集合力の役務は，高額で取引されること

が妥当な場合がある，という考え方が示されている。

・D.8 多国籍企業の「グループシナジー」

製造を営む多国籍企業が，製造子会社群に拡散している原材料購買の機能について，そ

の原材料の流通取引に関与しやすい拠点地を新たに選んで，専門性の高いチームを組成す

る経営判断を行うことがある。「行動 8�10」 終報告書はこれを「一元的購買」と表現し，

国外関連者間の（購入割引という）意図的な協調活動がある場合，多国籍企業が配分計算
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を行って（新興諸国の）製造子会社から，一元的購買拠点に従事する法人に合理的な所得

を与えることを支持している（同1.160）。先述のとおり DWG報告書は SCRを BEPS行

為であるとして指摘したが，G20 終報告書はこの規定の新設で，事業目的を伴った機能

の集約の中には，国際課税上問題視すべきではない事例があることを明らかにした。この

点からも新興諸国の主張を差し戻す，G20 終報告書の姿勢を読み取ることができる。

⒝ 「低付加価値グループ内役務提供」

低付加価値グループ内役務とは上の⒜で述べた付加価値の高いものと異なる。これは独

立企業が必要とするときにその種の役務を外部業者から調達するか，または自前で調達し

ようとする役務を指す41）。「行動 8�10」 終報告書は新たに一定の低付加価値グループ内

役務について「簡便法」の対価計算方法を明示している（同7.45）。グループ向けの支援

的な性質で，中核的事業を構成していないこと，ユニークな無形資産や重要なリスクと関

連しない，など，特定の性質を帯びたグループ内役務の対価の計算に「簡便法」が利用で

きるとされている。その方法は，多国籍企業グループが低付加価値グループ内役務に要し

た全費用を集計し，特定の配分基準を採用して按分し，国外関連者に請求する，というも

のである。さらに按分対象の費用に５％の利益マークアップを付すことが，多国籍企業に

認められるべきである，としている。

総コスト集計と按分による役務提供費用の付け替えは，これまで実務上，新興諸国側で

法人税上損金否認されるケースが多く，そのため多国籍企業の国際取引管理の現場で実施

されてきたケースは少ないとみられる。G20 終報告書が具体的な利益マークアップの幅

をも明示して，この点を国際課税の公式の議論の場に乗せたことは，画期的であり，新興

諸国の主張に対抗する積極的な姿勢を示すものとみることができる。

⑷ 論点３ 投資誘致インセンティブ

15の行動計画の体系のなかで，「行動５ 有害税制への対抗」という Action Planが設け

られている。「行動５」 終報告書42）は新興諸国の投資誘致インセンティブの問題点とし

て，DWG報告書が用いている透明性の向上（improving transparency）と同じ言葉を用い

ながらも，その活動目的を，諸外国の政府間の情報連携の不徹底を突いた BEPS行為を取

り締まること，および税務優遇措置の情報の同時的・強制的交換制度を確立することであ

る，としている。他方Ⅱ１⑶で述べたように，DWG報告書は新興諸国の投資誘致インセ

ンティブの問題を，BEPS規制活動の外の問題として定義づけている。新興諸国と先進諸

国の双方の認識を通じて，新興諸国における投資誘致インセンティブからの「底辺への競

争」の問題は，BEPS規制活動が取り組むべき問題の枠外とされた。
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３ 新興諸国の主張の限界および多国籍企業の納税を通じた社会的責任の必要性

Avi-Yonah（2016）はグローバルな課税の問題である BEPS規制活動において，OECD

による新興諸国の主張を取り込む努力は十分とはいえない，として，BEPS規制活動の構

造的な問題を指摘している43）。Avi-Yonahによると G20 終報告書の内容は，新興諸国の

国際課税に関する主張のうち中核的な項目の取り込みを行ったものとはいえず，またそれ

らの差し戻しの結論に至った理由が公開されていないことは問題である，としている。

Avi-Yonahが指摘するように，ポスト BEPSにおける新興諸国の課税環境を考えるとき，

新興諸国の国際課税に関する中核的な主張項目と，ポスト BEPSにおけるそれらの採否を

解明することは重要である。その手掛かりとして包摂的枠組声明（2020）は内容が抽象的

であるため，これを補う目的でⅡでは DWG報告書から，多国籍企業の３つの経営判断に

ついて，新興諸国で想定される影響を考察した。そして DWG報告書の発表後一年二か月

でまとめられた G20 終報告書が，これらをどのように取り扱ったかを検討した。Ⅱの

考察の結果を整理すると次のとおりである。

・ 新興諸国は BEPSの15の行動計画に，一様な協力を示しているわけではない。

・ 新興諸国は現状の二国間租税条約に基づいた多国籍企業からの税収増には積極的であ

る一方で，多国間租税協定と相互協議の効果的実施について，消極的であるか，または

期待できる協力の水準に明らかな限界がみられる。

・ DWG報告書はロイヤルティ等に対する課税関係，および SCRを介した多国籍企業

の事業再編の問題を提起した。これに対して G20 終報告書は2010年以来となる

OECD移転価格ガイドラインの改訂によって対応したが，その内容はおおむね従来の

移転価格税制を支える考え方に則しており，新興諸国が容認すべき特定の対価計算につ

いて，従来よりも踏み込んだ形で移転価格ガイドラインの改訂を提示した。

・ DWG報告書は新興諸国の多国籍企業に与える投資誘致インセンティブが，新興諸国

にもたらす経済問題を訴えた。DWG報告書の認識のとおり，G20の BEPS行動計画は

この問題に対処せず，この問題の取扱いは GloBE提案の具体的設計に直接委ねられた。

ミニマムスタンダードとされている４つの行動計画のうち，新興諸国が２つについて

G20諸国と重要性を共有することを留保しているのは，象徴的である（図表３参照）。一

方 G20 終報告書は， も重要な移転価格税制に関する新興諸国の指摘事項を差し戻し

た。包摂的枠組の方向性を考えるとき，G20諸国と新興諸国の立場には重要な隔たりが残

されており，多国籍企業が求める課税の予見可能性44）は，限定的な水準にとどまるとみら

れる。Ⅱで注目したロイヤルティ等や SCRの機能・リスクをめぐる移転価格に関して，

新興諸国取引の課税上の紛争は減少せず，むしろ増加し，また個別案件の難易度が上がる

可能性もある。
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BEPS規制の活動で多国籍企業には，移転価格文書化作業やグループ取引の情報収集な

どで，既にその深刻な業務負担には批判的な意見が強い45）。しかし BEPS関連のルールの

遵守に受動的な労力を費やすだけでは，多国籍企業は新興諸国での税務紛争の減少を期待

することはできないということが，本稿の分析から導出された46）。法律の適切な執行と

BEPSの将来的枠組みだけに問題解決を期待することはできない環境のもと，「理性的な

中核的価値と一体的な組織運営，さらに各国の行政・金融機関・納税者がおのおのの立場

から主体的な関与を継続する」ことが，国際課税の諸問題の解決のために不可欠である

（Avi-Yonah）47）。従い多国籍企業は，どのような経営判断と企業行動が，自社の納税を通

じた国際社会への責任を表現することになるかを，自らの経営原則の一部として明らかに

する必要がある。続くⅢでこのことを論じる。

Ⅲ 多国籍企業の納税を通じた社会的責任の具体的要件

１ 国際税務コンプライアンスの特質と納税の社会的責任

米国のごく一部の巨大デジタル企業は，見返りとなる経済的効果に十分な合理性を認め

て BEPSを行ってきた。一方節税につながる行為から距離を置きさえすれば，多国籍企業

が一様に国際租税紛争に巻き込まれずに済むわけではない。Ⅱまでの考察のとおり，技術

的英知を結集した OECDによる BEPS規制の活動によっても，課税の予見可能性を阻む

懸念が容易に解消されることはない。タックスコンプライアンス，すなわち税法を遵守し

て払うべき国に公正な税額を支払うということが，社会通念の解釈よりも相当広い幅を必

要とすることがその理由に含まれる。特に国際課税の場合多国籍企業と各国税務当局の間

で，その幅をめぐる見解に大きな乖離が生じやすく，納税の是否を支える多国籍企業の経

営上の事実認定は，斟酌する事実の範囲次第で，結論が正反対に導出されることもある。

事業を営む全ての国の課税当局が求める計算で納税をすることが，多国籍企業にとって

の現実的なタックスコンプライアンスではない。多国籍企業の経営判断に求められるのは，

グループ全体の法人税の計算・納税の方法が，G20諸国の視点だけではなく，新興諸国を

含め，事業を営む全ての国・地域の経済的社会的発展に，矛盾をきたさないための必要条

件を自ら確立し，自ら実践することであると考えられる。事業を行う国々の税務当局は，

多国籍企業に対する課税をめぐって利害を対立させている。多国籍企業が抱えるステーク

ホルダーはさらに数多く，利害を極めて複雑に錯綜させている。これらに対して多国籍企

業が明瞭で，一貫した論理的な説明を常備することは，自らの経営判断が国際社会への責

任ある納税を伴うと考えていること，そしてその考えがなぜ合理的なのかについて，能動

的な説明を用意することに他ならない。これは多国籍企業ごとに答えが異なる難易度の高
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いことであり，その十分条件を示すことは容易ではないが，本稿の成果として，次の必要

条件を挙げる。

２ 事業実態と投資構造を統合させた経営判断

多国籍企業は自らのグローバル取引の体系について，厳格な統制を常時有効に機能させ

ておくべきである。軽課税地域拠点の問題や，租税条約の恩典適用資格などが重要な領域

である。軽課税地域に所在する拠点の事業上の目的や活動実態，そもそも軽課税地域で実

施する活動の事業上の意義，その活動の場所が軽課税地域でなければならないとする優位

性などについて，多国籍企業は自らの責任で，体系だった説明を常に準備しておく必要が

ある。拠点間の国際取引の租税条約適用資格を左右する事実認定についても，同様である。

多国籍企業は各国税務当局の視線に十分に注意を払い，利害を錯綜させる多数の国の税務

当局に対して，一貫した説明を能動的に提供できる状態の維持が求められる。

特に多くの国にまたがる事業を買収（M&A）する際，取得した事業構造の中に，軽課

税地域拠点や租税条約を特殊な形で駆使した事業体系が含まれていることがある。そのよ

うなとき「買収で引き継いだ軽課税地域拠点は，当社グループで事業上の必要性と実態を

継続して伴うか否か」「買収で引き継いだ租税条約の恩典適用を支える事実認定を，当社

グループで踏襲することに疑問がないかどうか」について，多国籍企業は特に専門性の高

い注意を働かせる必要がある。またM&Aを検討中に実施するタックスデューディリジェ

ンス（買収前税務状況調査，以下 TDD）が，資本参加後の納税者としての概観を左右し

かねない，重要な情報を含むことが多い。M&A後の納税の社会的責任の観点から，TDD

で得た情報を十分に活用しているかどうか，多国籍企業には検証と改善が必要である48）。

その結果特定の取引体系や投資構造について，本来の事業目的，事業実態に則した説明と

の間で重要な矛盾が生じるならば，その取引体系や投資構造を回避，または廃止して，代

替の取引体系を用意するべきである。

３ 現地法の規定に限定した投資誘致インセンティブの活用

この点は BEPS問題の外であるが，新興諸国の深刻な財政と経済の問題に対して能動的

な形で多国籍企業が関与できることであり，また多国籍企業の社会的責任の観点で上の２

と同様に重要なことである。多国籍企業が新興諸国の投資誘致インセンティブを活用して

投資回収効果の 大化をはかることは，当然である。しかし自らの投資誘致機会を媒介と

する投資誘致当局との間の力学に十分に注意したうえで，多国籍企業は，投資先国の法令

で一般に明示されている内容と計算方法に従って与えられる項目に，投資誘致インセン

ティブの獲得を限定するべきであると考える49）。また先述した事業拠点の目的と実態との
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関係で述べた通り，多国籍企業がその国・地域での実態を伴った活動に従事することを前

提とすべきである。特別な優遇恩典計算の喪失を防ぐ目的で，本来の事業実態から離れた

活動や，事業目的に照らして存在意義に乏しい資本形態または取引構造を採用することは，

原則的に排除すべきである50）。

４ 本稿の結論と今後の研究課題

経済のグローバリゼーションがもたらす先進諸国と新興諸国の間の経済格差に対して，

多国籍企業は持続的な国際社会の一構成員として，その責任を明確にした行動が求められ

ている。デジタル課税問題と並行した新興諸国での二重課税の継続的発生は，一般の多国

籍企業が期待するポスト BEPSの国際課税の将来とは異なる。しかし多国籍企業はそのこ

との批判に留まらず，自社の経営判断に対する新興諸国の背景への理解を深め，新興諸国

に限らず事業を行うすべての国でどのように納税をするか，おのおのの経営判断の社会的

責任が問われている，ということが本稿の結論である。

このことに対して研究者には多角的な課題の発掘と多様な研究の試行が求められている。

本稿に隣接した会計上の課題として，不安定な新興諸国事業の税効果情報の経営への活用，

多国籍企業の税務管理機能の問題，移転価格実務と海外事業業績評価の問題などが指摘で

きる。引き続き多くの先行研究を手掛かりとしながら，これらの研究に取り組みたい。
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